
ダダイイココンンのの「「つつままみみ菜菜、、間間引引きき菜菜」」へへのの農農薬薬使使用用ににつついいてて  
注意！：本書の「つまみ菜、間引き菜」とは、ダダイイココンンのの若若苗苗のことである。雪白体
菜やコマツナ、ハクサイ、ハツカダイコン等、ダイコン以外の作物は含まれない。 

 
１１．．農農薬薬使使用用のの基基本本的的なな考考ええ方方  
ダイコンの栽培初期(播種前・定植時等)に使用する殺菌剤・殺虫剤は、登録を得る

段階でつまみ菜と間引き菜においても残留農薬調査を実施している。問題のあった農
薬、または安全性が確認されていない農薬のラベルには「つまみ菜、間引き菜には使
用しない」等の記述がある(購入時期が古い剤には記述がない場合もあるので注意)。 
なお、生育期間中(収穫○日前等)に使う農薬については、特につまみ菜、間引き菜

を対象とした安全性の検討は行われていない。 
 
◆ダイコンのつまみ菜、間引き菜を収穫・出荷する場合は、以下の注意に従って農薬
(殺菌剤・殺虫剤)を使用すること。 

収穫・出荷時の状態  
栽培初期に使用する農薬 

(粉剤・粒剤 等) 
生育期間中に使う農薬 
(水和剤・乳剤 等) 

 
 

●農薬は使用しない 
 
＝ 農薬を使った場合に

 
 
は収穫・出荷しない。 

 
◎ラベルを確認して使用 
 
ラベルに 
「農薬を使用した場合
には、収穫・出荷し
ない」 

●使用した場合には、収
穫・出荷を控える。 

  
「つまみ菜、間引き菜
には使用しない」 

 
「本剤を使用したダイ
コンは、つまみ菜、
間引き菜として食用
に供さない」 

 
…等の記述がある農薬
は、使用しない 

◎使用はできるだけ控え
る。使用する場合に
は、間引き菜を収穫す
る日を「収穫日」とし
て、使用時期を守って
散布する。 
※ラベルに「収穫７日前ま

で」とある農薬の場合

は、間引き菜を収穫する

日から数えて７日前まで

に使用する 

 
※ このページは、殺菌剤・殺虫剤についてのみ示している。除草剤については、
「除草剤使用指針」を参照のこと 

※ 詳細は、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関に問い合わせること 

つまみ菜より 

若いダイコン 

間引き菜 
…本葉概ね４枚以上 

つまみ菜 
…本葉概ね２枚以上 
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２２．．つつままみみ菜菜・・間間引引きき菜菜をを収収穫穫すするる場場合合にに使使用用ししててははいいけけなないい農農薬薬

商品名 (有効成分)
オーソサイド水80 (キャプタン)

商品名 (有効成分) 商品名 (有効成分)
リゾレックス粉 (トルクロホスメチル) ネビジン粉 (フルスルファミド)
ピシロックFL (ピカルブトラゾクス） バシタック水75 (メプロニル)
メジャーFL (ピコキシストロビン)

商品名 (有効成分) 商品名 (有効成分)
アクタラ顆溶 (チアメトキサム) トランスフォームFL (スルホキサフロル)
アクタラ粒５ (チアメトキサム) トルネードエースＤＦ (インドキサカルブ)
アドマイヤー１粒 (イミダクロプリド) ネキリエースＫ粒 (イソキサチオン)

ネマトリンエース粒 (ホスチアゼート)
バイデートＬ粒 (オキサミル)

アルバリン粒 (ジノフテラン) パダン粒４ (カルタップ)
アルバリン顆溶 (ジノフテラン) ビーラム粒 (フルオピラム)
ウララＤＦ (フロニカミド) ビーラムプライムFL (フルオピラム)
オルトラン粒 (アセフェート) フォース粒 (テルフトリン)
カルホス微粒Ｆ (イソキサチオン) プリロッソ粒オメガ (シアントラニリプロール）
カルホス粉 (イソキサチオン) プレバソンFL５ (クロラントラニリプロール）
ジェイエース粒 (アセフェート) ベネビアＯＤ (シアントラニリプロール）
スタークル顆溶 (ジノフテラン) ヨーバルFL (テトラニリプロール）
スタークル粒 (ジノフテラン) ラグビーＭＣ粒 (カズサホス)
ディアナＳＣ (スピネトラム)

商品名 (有効成分)
コサイドボルドー水(無機銅)
ジーファイン水

商品名 (有効成分) 商品名 (有効成分)
Ｚボルドー水 (無機銅) ユニフォーム粒 (ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ・ﾒﾀﾗｷｼﾗﾙM）
キンセット水 (無機銅・有機銅) カスミンボルドー水 (ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ・無機銅)
キンセット水80 (無機銅・有機銅)

商品名 (有効成分) 商品名 (有効成分)
アタブロン乳 (クロルフルアズロン) パダンＳＧ溶 (カルタップ)
コテツFL (クロルフェナピル)

◇「ダイコン」で登録のある殺虫剤

△「ダイコン」で登録のある殺菌剤

(炭酸水素ナトリウム・無機銅)

主な殺菌剤・殺虫剤及び土壌処理剤のうち、以下の剤についてはつまみ菜や間引き
菜を収穫･出荷する圃場で使用してはいけない。また、この他の農薬を使用する場合に
も、ラベルの記述を確認すること。

●「野菜類」で登録のある殺菌剤

▲「ダイコン」で登録のある殺菌剤

◆「ダイコン」で登録のある殺虫剤

○「野菜類」で登録のある殺菌剤

　本指針掲載農薬のうち、ダイコンの生育初期に使用した場合の薬害事例をメーカー
が公表している剤を下表に示す。この他の剤についても、施用時の気象条件や作物の
状態により薬害を生じることがあるので十分に注意する。

３３．．ダダイイココンンのの幼幼苗苗期期にに使使用用すするるとと薬薬害害のの恐恐れれががああるる農農薬薬

(アセタミプリド・シア
ントラニリプロール)

アベイル粒
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